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第４章  新連携支援によるメリット・課題解消 
 

 

第４章では、主に新連携支援戦略会議事務局が新連携支援計画のコア企業に対して実施したアン

ケート調査の結果を利用して、新連携支援制度によるメリット・課題の解消について議論する。こ

こで扱うさまざまなメリットの存在が、第３章で述べた社会的ジレンマを解消する一助となり、中

小企業による連携を誘発し、効率的な結果を生み出しているのではないかと考える。 

 

本章のはじめに、新連携事業においてコア企業が抱える課題と新連携支援制度との関係の大まか

な概要を掴むために、各段階での課題と支援制度が役立った項目、事務局で受けた支援内容、役立

った支援内容について、図表４－１～３としてアンケートの調査結果を掲載し、図表４－４として

支援の主なメリット・効果を、事業進捗の時間軸で整理する形でまとめておく。 

 

まず、図表４－１から新連携事業の各進捗段階における課題を概観すると、「新連携認定まで」

という事業計画策定段階と「認定～事業化」までという現在に至るまでの事業実施段階、そして

「今後」の各段階で課題が異なる様子がみてとれる。認定までの初期段階において他の段階より多

くみられる課題は、「連携メンバーの確保」「連携内の意見調整」「規約策定」というものである。

ここから、第３章でも述べたとおり新連携事業を開始する上でまず障害となるものが、連携体の構

築であることが読みとれる。事業化段階では、「販路確保」「マーケティング」「事業化資金の確

保」といった新事業面での課題が浮かび上がってくる。この課題は今後の見通しでは改善の傾向に

あるものの、多くのケースで未解決の課題として残っていることがわかる。やはり多くの中小企業

が苦手とされる販売面の課題解決が、新連携事業においても今後の発展の鍵となっていく様子が読

みとれる。 

 

戦略会議事務局では、プロジェクトマネージャーをはじめとする支援者が事業の進捗に応じてさ

まざまな支援を行っている。図表４－２からは、その中でも、「新連携認定までの事業計画の作

成」と、「認定後の売上計上に向けた事業化への助言」の２項目が中心となっている様子がみてと

れる。 

 

一方、図表４－３から、役に立った支援については、「事業計画作成にあたっての課題抽出、検

証等」「連携体運営のアドバイス」を挙げるコア企業が多いことがわかる。 

 

さらに図表４－１の新連携支援制度が課題克服に役立った項目と、図表４－２、図表４－３を総

合的にみると、資金面や知名度向上といった面での効果や、事業計画策定や連携体運営面での事務

局の支援に対する評価が高い一方で、販売面の課題がここでもやはりみてとれる。 
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図表 ４-１ 各段階での課題と新連携支援制度が役立った項目（N=316、複数回答）9 

51.9%

27.2%

33.2%

29.1%

33.9%

25.0%

43.7%

26.6%

38.9%

41.1%

38.9%

32.6%

32.6%

13.9%

47.8%

30.7%

64.9%

37.0%

45.3%

25.0%

62.7%

44.0%

58.2%

7.9%

26.6%

15.8%

16.8%

15.2%

28.5%

26.9%

57.9%

38.0%

31.3%

18.7%

49.7%

38.9%

43.7%

6.6%

18.0%

7.6%

10.1%

14.9%

46.5%

8.2%

19.6%

9.2%

14.2%

13.0%

30.7%

49.7%

43.0%

13.6%

18.7%

19.6%

10.8%

6.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

研究開発資金の確保

社内組織の整備

販路確保

人材確保

生産技術

知的財産権の保護

マーケティング

知名度の向上

事業化資金の確保

連携メンバーの確保

連携内の意見調整

規約策定

連携内秘密保持

連携内利益配分

新連携認定まで

認定～事業化まで

今後

制度が役立った項目

出所：「新連携認定事業状況調査」新連携支援戦略会議事務局（以下出所を省略） 

 

 

 

                                                   
9 「その他」「無回答」を除いて掲載している。 
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図表 ４-２ 事務局から受けた支援内容（N=316、複数回答） 

67.4%

25.6%

11.1%

0.6%

6.6%

3.2%

13.0%

67.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

事業計画の作成

事業化への助言

規約作成

知的財産確保・保護

連携先紹介

利益配分

その他

無回答

 

 

図表 ４-３ 事務局から受けた支援の中で役に立った内容（N=316、複数回答）  

56.6%

31.3%

27.5%

24.7%

22.2%

20.9%

18.7%

8.9%

2.2%

1.6%

69.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

事業計画作成にあたっての
課題抽出、検証等

連携体運営のアドバイス

個別課題に対応する専門家の紹介

資金調達への対応

商品化・量産化へのアドバイス

各種規約締結への対応

市場開拓のための取引先やチャネル、用途の紹介

事業計画の実行にあたっての
国や自治体の許認可手続きへの対応

連携体に不足する連携先のマッチング

その他

無回答
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図表 ４-４ 事業進捗と新連携支援のメリット・効果 

連携事業としての側面
新連携支援の 

メリット・効果 
新事業としての側面 

新連携支援の 

メリット・効果 

 

連携先確保 

 

 

 

 

 

連携内信頼関係構築 

 

事務局による 

マッチング支援 

 

不足する経営資源に

ついてのアドバイス

 

連携体構築支援事業

による補助金 

 

第三者（事務局）の

下での役割・責任分

担 

 

連携体基本規約など

の 

規約策定支援 

 

支援の存在が連携の

魅力を高めることに

よる逸脱誘因低下 

 

取り組みの 

意思決定 

 

 

事業計画 

作成 

 

支援の存在が社内・連携

内への説明手続きスムー

ズにする 

 

事業計画作成にあたって

の課題抽出、検証等 

 

資料作成支援 

――――――――――――――――――新連携認定――――――――――――――――――― 

 

連携体運営 

 

利益配分規程などの 

規約策定支援 

 

連携体の結束強化 

 

研究開発試作 

 

事業化 

 

知名度向上 

 

社内の意識・理解度向上

 

政府系金融機関の 

低利融資 

 

補助金などの支援策 

 

販路確保支援 
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ここから先は、以下のように話を進めていく。新連携支援によるメリット・課題解消のうち、３

章で注目した連携面にかかわるものを第１節で議論し、新事業としての側面についてを第２節で議

論する。最後の節では、アンケート調査からも新連携認定後も多くのケースで課題となっている様

子がみてとれる販売面について取り上げることとする。 

 

 

４-１. 連携面 

 

４-１-１.   連携構築支援 

 

中小企業の場合、事業のアイデアを持っていても、それを実現するための信頼できる連携先がみ

つからないという場合がみられる。図表４－１をみても、新連携に認定されたコア企業の約４割が

認定前の課題に「連携メンバーの確保」を挙げている。 

さらに図表４－５と４－６が示すように、連携体にはじめて知り合ったメンバーがいる割合は約

３割であり、そのはじめて知り合ったメンバーは、自社の情報収集により確保したとするケースが

一番多い。 

一方で、図表４－２にあるように、事務局から受けた支援で「連携先紹介」を受けたコア企業は、

約１割で、さらに図表４－３をみると、役に立った事務局の支援で「連携体に不足する連携先のマ

ッチング」を挙げる企業は１割にも満たない。この点については、事務局では、直接マッチングを

行うのではなく、｢このような点を補ったほうが良い｣とか「このようなメンバーと連携できれば良

いのではないか」と企業による自主的な取り組みを促すことが多いという支援者の話もあり、この

ような差が出ていると考えられる。 

 

図表 ４-５ はじめて知り合った連携メンバーの有無（N=316） 

 

0.3%30.4% 69.3%

0% 25% 50% 75% 100%

いる いない 無回答
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図表 ４-６ はじめて連携したメンバーと知り合った経緯（N=96、複数回答）  

 

それではどのようにして自社で新しいメンバーを見つけるのか。例えば、新連携支援関東戦略会

議事務局（2006）は、次の方法を挙げている。 

 

① 異業種交流会に参加する 

② 異人種交流会のメンバーになる 

③ 中小企業総合展など見本市で探す 

④ 地域の中小企業支援機関に相談する 

⑤ 各種ポータルサイトに登録する 

⑥ 金融機関に相談する 

⑦ 中小企業基盤整備機構に相談する 

⑧ 各種コンソーシアムに参加する 

⑨ ホームページで公募する 

 

はじめて知り合ったメンバーがいると、コミュニケーションに時間がかかり、事業進捗が遅れて

しまうのではないかということも考えられる。アンケート調査の結果から、はじめて連携したメン

バーの有無と事業進捗との関係をみると次の図表のようになる。 

36.5%

34.4%

10.4%

6.3%

4.2%

17.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自社の情報収集により確保

他の連携体メンバーからの紹介

戦略会議事務局からの紹介

金融機関からの紹介

異業種交流会

その他
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図表 ４-７ はじめて知り合ったメンバーの有無と事業進捗（N=316）10 

5.7%

7.3%

5.0%

19.9%

26.0%

17.4%

23.7%

21.9%

24.7%

33.9%

34.4%

33.8%

15.5%

9.4%

17.8%

1.3%

1.0%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

いる
（N=96）

いない
（N=219）

試作前段階 試作・サービス試供段階 商品化段階
売上計上段階 利益計上段階 無回答

 

 

 

やはりはじめて知り合ったメンバーがいない方が、利益計上段階に進んでいるものが多い。しか

し、違いを検証すると、それほど有意な差はない11。 新連携に認定された連携体をみる限り、は

じめて知り合ったメンバーを含む連携体においても、従来からの知り合い同士で作られた連携体と

それほど遜色のない事業進捗をみせている。新連携支援では、連携を構築した後の運営面でも支援

を行っており、このこともその一因になっていると考えられる。 

 

 

４-１-２.   連携運営支援 

 

図表４－３に示したように、アンケート調査では、過半数のコア企業（56.6％）が、役に立った

支援として「連携体運営のアドバイス」を挙げている。 

ここでは連携構築後の連携運営支援について扱うことにする。 

 

（１）規約策定 

 

第３章でみたように、社会的ジレンマの解消には強制力のあるルールやペナルティなどを定める

ことが１つの方法である。 

図表４－８にあるように、連携体基本規約と秘密保持契約は約７割の連携体で締結されており、

他にも数多くの規約が結ばれている。連携内での役割分担を明確にする連携体基本規約と、逸脱を

防ぐことにもなる秘密保持契約は、数ある規約の中でも重要な規約になっていることがみてとれる。 

図表４－３でみた役に立った支援内容については、「各種規約締結への対応」を挙げる企業は２

割強であるが、規約策定のノウハウを持たない企業にとっては大いにメリットのあるところである。

                                                   
10 はじめて知り合ったメンバーの有無については１社が無回答となっているが、図表ではそれを除いて

ある。 
11 はじめて知り合ったメンバーがいるグループといないグループで、事業進捗の５段階について差があ

るかどうかを、カイ２乗検定で測ったところ、10％の有意水準でも有意な差は得られなかった。 



－28－ 

また、時間の経過とともに利益を計上する新連携事業が増えていくことが予想されるが、利益が出

た際の配分によっては、連携逸脱の誘因になり得る。規約策定支援が果たす役割は新連携事業が順

調に進んだ際にも重要である。前掲『勝ち残るための新連携活用術』にも、連携体の取り決めを文

章化することの重要性が取り上げられており、全員が納得できる規約、利益・リスク配分を定める

際には、公平な立場から率直な意見を出せる者の調整が効果的であるという内容が述べられている。 

 

図表 ４-８ 連携内で締結している規約（N=316、複数回答） 

  

 

 

（２）広域連携支援 

 

新連携支援では、コア企業とは離れた場所にある企業等との連携についても支援を受けられると

いうこともメリットのひとつになっている。実際、図表４－９のとおり約６割の新連携計画で、都

道府県をまたぐ連携体が構築されている。 

 

66.1%

22.8%

19.0%

16.5%

9.5%

9.5%

6.6%

5.7%

6.3%

2.8%

69.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

秘密保持規約

連携体基本規約

共同開発契約

製造販売契約

特許実施許諾契約

運営委員会規則

利益配分規程

品質管理規程

費用配分規程

その他

無回答
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図表 ４-９ 連携体メンバーの所在（N=316）  

 

 

図表４－10 をみると、広域連携を構築した目的については、必要な技術・販路の確保が約８割

を占めている。必要な経営資源を広域に求めて構築された連携体が多い。 

 

図表 ４-１０ 広域連携の目的（N=195、複数回答） 

 

 

 

図表４－11 にみるように、広域連携をしている認定計画の方がそうではない計画よりも比較的

事業進捗が早いことが観察されるており12、必要な経営資源を持つ連携メンバーを広域に求める積

極的な姿勢が良い結果を生み出している。 

 

 

                                                   
12広域連携のグループとそれ以外のグループとで、事業進捗の５段階について差があるかどうかを、カ

イ２乗検定を行ったところ、５％の有意水準で有意な差が観察された。 

1.9%36.4% 61.7%

0% 25% 50% 75% 100%

連携体メンバーすべてが同一都道府県内に所在

コア企業とは異なる都道府県に所在する連携メンバーがいる

無回答

30.8%

19.0%

1.5%

6.7%

79.0%

0% 20% 40% 60% 80%

　必要な技術・販路の確保　

　必要な材料・部品の確保　

今後の取引関係の拡大

その他

無回答
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図表 ４-１１ 連携体メンバーの所在と事業進捗（N=316）13 

 

7.8%

4.6%

20.0%

20.0%

23.7%

31.3%

19.0%

32.2%

34.4%

8.7%

20.0%

5.7% 19.9% 33.9% 15.5%

2.1%

0.0%

1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

同一都道府県
(N=115）

広域連携
（N=195）

試作前段階 試作・サービス試供段階 商品化段階

売上計上段階 利益計上段階 無回答

  

４-１-３.   連携関係への影響 

 

連携関係の影響について、アンケート調査の結果から３つの図表を下に示す。連携メンバー間に

ついても、計画のブラッシュアップ・認定後のフォローアップ等を通じて交流頻度が増え、結束力

が高まっている。目に見えない結束力の強化は、連携逸脱の誘因を低め、社会的ジレンマの解消の

一助になっているものと思われる。 

図表４－14 からは、連携メンバーの交流頻度が増えることと連携体の結束力が高まることに密

接な関係があることが観察される14。特に連携メンバー間で開発を行うことが必要な事業において

は、細かい情報交換が必要になるため、頻繁に密なコミュニケーションをとることが重要と考えら

れる。 

 

図表 ４-１２ 認定前後の連携体メンバーとの交流頻度の変化（N=316）  

63.6% 32.3% 3.5% 0.6%

0% 25% 50% 75% 100%

増した 変わらない 減った 無回答

  

                                                   
13メンバーの所在については６社が無回答となっているが、図表ではそれを除いてある。 
14カイ２乗検定を行ったところ、交流頻度が増したグループは他のグループと比較して、結束力が有意

に高いことが観察された。（１％の有意水準） 
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図表 ４-１３ 認定前後の連携体メンバー間の結束力の変化（N=316）  

59.8% 35.8% 3.2% 1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

高くなった 変わらない 低くなった 無回答

 

 

 

 

図表 ４-１４ 認定前後の交流頻度の変化と結束力の変化（N=316）15 

59.8%

78.6%

29.4%

0.0%

35.8%

20.4%

66.7%

36.4% 63.6%

2.9%

3.2%

0.0%

0.0%

1.0%

1.0%

1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

増した
（N=201）

変わらない
（N=102）

減った
（N=11）

高くなった 変わらない 低くなった 無回答
 

 

 

４-２. 新事業としての側面 

 

４-２-１.   事業計画作成 

 

受けた支援内容として最も多かったものが事業計画の作成であるが、図表４－３にあるように、

役に立った支援内容でみると、課題の抽出・検証が多い。新連携の認定を受けるまでの段階では、

不足する点の指摘を受けて、コア企業が中心となってそれを修正するということの繰り返しである。 

主観的には良いと思っている計画であっても、評価委員など客観的な第三者を納得させなければ

認定を受けることは難しい。そのためにはまず、支援者という第三者の目から見たポイントを押さ

えることが重要である。 

この作業を通して、事業の整理をすることができるというメリットもある。第５章でも述べるが、

ヒアリング調査に伺ったコア企業の中にも、日常の業務に追われることが多い中で、事務局支援を

機に頭を整理することができたと話す企業があった。 

                                                   
15 交流頻度については２社が無回答となっているが、図表ではそれを除いてある。 
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４-２-２.   事業化への助言 

 

事務局から受けた支援の中で、「事業計画の作成」と同様に７割近くのコア企業に挙げられてい

るのが「事業化への助言」である。 

新連携認定までの段階では、提供しようとする商品・サービスの質だけではなく、それが他には

存在しないのか、どの程度ニーズがあるのか、市場で販売できる可能性がどのくらい高いのかとい

ったことを調べたり、調べるように助言したりするという。図表４－15 のメンバーが持ち寄る強

みをみても、販売・営業力に強みを持つメンバーと連携するコア企業が半数近くあり、実際の支援

でもこのような販売・営業力に強みを持つメンバーと組むことを助言するケースが多い。 

 

図表 ４-１５ 各メンバーが持ち寄る強み（N=316、複数回答）16 

 

 

認定後は特に、どこにどの時期にどのぐらいのボリュームで販売していくかという綿密な販売戦

略に注力していくよう助言している。第２章の図表２－３でみたように、新事業活動の分野では８

割以上のケースが製造業となっており、商品を作る側の連携が事務局に持ち込まれることが多くな

っている。ニーズが存在していて新連携事業に取り組むケースもあるが、特に開発型の企業にとっ

ては、事業化についての助言を受けられる新連携支援は大いにメリットがあるといえよう。 

 

                                                   
16 協力メンバーの「無回答」には「なし」という意味の回答が多く含まれると考えられる。 

77.8%

41.8%

66.5%

35.8%

44.9%

45.9%

1.6%

29.1%

42.1%

76.3%

48.7%

46.8%

36.7%

1.3%

15.2%

43.7%

26.9%

45.6%

43.0%

44.3%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

企画力

研究・評価分析能力

技術力

販売・営業力

情報収集力

交流ネットワーク

無回答

自社(コア企業)

連携体メンバー

協力メンバー
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４-２-３.   活用した新連携支援策 

 

図表４－16 は、主に認定後に受けられる新連携支援制度の利用状況をきいたものである。補助

金は４社に３社が利用しており、次いで政府系金融機関による低利融資が活用されている。 

図表４－17 の新連携支援制度が役立った項目をみても、資金面の支援が大きい存在であること

がわかる。 

新連携は異分野で連携して新事業分野を開拓することであるが、新規に事業を起こす際には新た

な資金需要が発生する。その資金の一部について支援を受けられることは大きなメリットであり、

連携による新事業を誘発する一因ともなっている。 

 

 

図表 ４-１６ 活用した新連携支援策（N=316、複数回答） 17 

 

 

 

図表 ４-１７ 支援制度が役立った項目（抜粋、N=316、複数回答）  

  回答数  構成比率  

 研究開発資金の確保 147 46.5% 

事業化資金の確保 136 43.0% 

                                                   
17無回答の中には、「なし」という意味の回答も含まれると考えられる。 

45.9%

18.7%

6.6%

3.2%

1.9%

0.6%

0.0%

11.7%

75.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

補助金

政府系金融機関による低利融資

信用保証の特例

特許料の減免措置

設備投資減税

高度化融資制度

中小企業投資育成株式会社法の特例

情報処理推進機構の債務保証制度

無回答
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４-２-４.   知名度向上 

 

新連携に認定された計画や企業は、支援機関の広報誌や新聞への掲載など、さまざまな機会で取

り上げられる。また、新連携をテーマにしたフォーラムや中小企業総合展への参加も可能となる。 

図表４－18 に示すように、多くのコア企業が、制度活用の自社への効果として「知名度向上」

「信用力向上」を挙げている。 

 

図表 ４-１８ 新連携支援制度活用による自社への効果（N=316、複数回答）  

66.5%

61.4%

53.8%

41.8%

34.5%

33.5%

27.2%

11.7%

5.1%

4.1%

0.6%

1.6%

1.3%

38.0%

0% 20% 40% 60% 80%

知名度向上

金融機関への信用力向上

取引先への信用力向上

研究・開発力向上

技術力向上

従業員のモチベーション向上

計画遂行のスピード向上

取引先の範囲拡大

他の事業への好影響

従業員数の増加

価格交渉力向上

他の事業への悪影響

効果なし

無回答

 

 

 

 

 

知名度の向上は顧客の獲得等にもつながっていると思われる。また、図表４－19 にあるように、

信用力の向上は、新連携認定後の民間金融機関からの融資獲得にもつながっていることがみてとれ

る18。 

 

                                                   
18事務局で、認定までの段階で金融機関を巻き込んだ支援を行っていることも、多くの新連携認定企業

が民間融資を獲得している理由であると考えられる。 
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図表 ４-１９ 認定後の民間金融機関からの融資（N=316） 

31.3%60.1% 8.5%

0% 25% 50% 75% 100%
融資を受けた 引き合いはあったが融資は受けていない 融資は受けていない

 

 

 

さらに、認定後の民間融資の有無と新連携事業の進捗との関係をみたものが図表４－20 である。

認定後に民間融資を受けた計画の進捗が比較的早いことが観察される19。売上を計上できたことに

より民間融資を受けられたというケースもあるのだろうが、民間融資を受けられることと事業が進

捗し売上や利益を計上するということは密接な関係があるといえる。 

 
図表 ４-２０ 認定後の民間金融機関からの融資と事業進捗（N=316）20 

6.3%

0.0%

6.1%

16.8%

22.2%

25.3%

23.7%

20.5%

40.7%

25.3%

36.3%

18.5%

33.3%

18.4%

18.5%

9.1%

5.7% 19.9% 33.9% 15.5%

1.0%

0.0%

1.6%

1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

融資を受けた
（N=190）

引き合いは合ったが
融資は受けていない

（N=27）

融資は受けていない
（N=99）

試作前段階 試作・サービス試供段階 商品化段階 売上計上段階 利益計上段階 無回答

  

 

 

 

 

 

                                                   
19認定後に民間融資を受けたグループとそれ以外のグループとで、事業進捗の５段階について差がある

かどうかを、カイ２乗検定を行ったところ、10％の有意水準で有意な差が観察された。 
20認定後の民間融資については４社が無回答となっているが、図表ではそれを除いてある。 
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４-２-５.   社員の理解度・モチベーション向上 

 

公的な支援を受けていることで、コア企業社員の新連携事業への理解が高まるケースが多くなっ

ていると考えられる。新事業への取り組みは、既存の事業との衝突がおきやすく、社員の理解度・

モチベーションの向上は事業の推進にとって重要な要素である。 

 

図表 ４-２１ 認定前後の社員の新連携事業への理解の変化（N=316） 

67.1% 32.3%
0.0%

0.6%

0% 25% 50% 75% 100%

高くなった 変わらない 低くなった 無回答

 

上の図にあるように、新連携支援制度の活用に伴い、多くのケースでコア企業社員の意識向上、

というメリットが挙げられている。 

前項で扱った知名度向上の効果は社内にも影響しているのであろう。一般に新事業を起こすには

費用もかかり、売上・利益をあげるまで社内の理解を得にくいが、新連携事業の取り組み当初は理

解度が高くなくても、新連携に認定されたことや各種媒体に取り上げられることを通じて、社内の

理解度も高まり、事業を進めやすくなるという効果があるようである。この設問の他にも、図表

４-18 にあるように、制度活用による自社への効果を挙げてもらう設問で、約３分の１のコア企業

が「従業員のモチベーション向上」を挙げている。 

 

 

４-２-６.   新事業取り組みに対する意思決定への影響 

 

本項では、中小企業が連携して新事業を行うか行わないかの意思決定について、新連携支援が持

つと思われる影響について取り上げたい。 

図表４－22 をみると、創業からの年数が４年以下の若い企業が新連携事業をメインの事業とし

て取り組んでいる割合が高い一方で、既に確立された事業を持っている企業が新たな取り組みとし

て新連携事業にチャレンジするケースが多いことがみてとれる。 
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図表 ４-２２ 創業からの年数と新連携事業の割合（投入する経営資源（人や資金等）のウエイト）

（N=316） 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既に持っている事業とは別に新連携事業を考える場合、その事業のリスクや採算性を考え、実際

にそれに取り組んでいくのかどうかを決定することになる。経営資源の限られている中小企業では、

新たな事業を起こす際に、投入する経営資源の確保が難しいと思われる。 

上で述べてきたような新連携支援制度のメリットの存在が、新事業のリスクを軽減したり、かか

る費用を軽減したりすることにより、新事業への取り組みやすくするのではないかと考えられる。

図表４－23 に示すように、アンケート調査でも、新連携支援制度がなかったら事業はどうなって

いたかとの問に、７割弱のコア企業が「事業を立ち上げなかった」あるは「事業は立ち上げたが、

進捗しなかった」と回答している。 

 

図表 ４-２３ 新連携支援制度がなかった場合の新連携事業（N=316） 

22.2% 44.9% 12.7% 19.9% 0.3%

0% 25% 50% 75% 100%

事業を立ち上げなかった 事業は立上げたが、進捗しなかった

影響なく事業は進捗していた わからない
無回答

 

 

新事業への取り組みについて、社内の了解を得るための手続きや連携メンバーとのコミュニケー

ションにおいても、公的な支援制度を活用することにより、説明しやすくしたり、理解を得やすく

したりする効果があるといえる。 

                                                   
21創業からの年数については 20 社が無回答となっているが、図表ではそれを除いてある。 

13.0%

5.6%

14.9%

15.7%

42.9%

9.2%

8.3%

12.8%

13.7%

28.6%

9.2%

13.9%

10.6%

17.6%

23.7%

23.6%

22.2%

19.1%

37.3%

11.4%

44.0%

66.1%

50.0%

40.4%

15.7%

11.4%

3.1% 2.4%

2.9%

4.7%

0.9%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0%

2.9%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

30年以上（N=127）

20～29年（N=36）

10～19年（N=47）

５～９年（N=51）

４年以下（N=35）

８割超 ６～８割 ４～６割 ２～４割 ２割未満 無回答
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４-３. 販売面 

 

販売面については、新連携認定後も多くのコア企業が課題として挙げている。販売面の課題を克

服することで、より多くの新連携計画が成果を出せるのではないかと考える。 

前節の「事業化への助言」でも述べたとおり、事業化を支援する新連携支援ではあるが、認定後

も多くの計画で、販路の確保とマーケティングが課題になっている。特に認定後の課題として挙げ

られることが多いこともみてとれる。また、図表４－25 のとおり、加入してほしいメンバーに販

路を担うメンバーを挙げるコア企業が過半数に上っている。さらに図表４－26 をみると、今後の

フォローアップ支援へ期待する項目として過半数のコア企業が「販路面のフォロー」を挙げている。

新連携の認定を受けた企業にとっても販売面の課題は非常に大きくなっている。 

 

 

図表 ４-２４ 各段階での課題と新連携支援制度が役立った項目（抜粋、N=316、複数回答）  

 

  新連携認定まで 認定～事業化まで 今後 

販路確保 105 33.2% 205 64.9%  183  57.9% 

マーケティング 138 43.7% 198 62.7% 157  49.7% 

 

 

図表 ４-２５ 加入してほしいメンバー（N=316、複数回答）22  

20.9%

20.6%

14.6%

12.0%

5.7%

16.1%

53.5%

0% 20% 40% 60% 80%

販路を担うメンバー
（商社・販社等）

金融機関

公設試験研究機関

大学・研究者等

　産業技術総合研究所　

その他

無回答

 

 

 

                                                   
22 無回答には「なし」という意味の回答も含まれると考えられる。 
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図表 ４-２６ 事務局のフォローアップ支援への期待（N=316、複数回答） 

37.3%

32.6%

30.4%

14.6%

8.2%

4.1%

1.9%

57.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

販路面のフォロー

課題に対応できる専門家の紹介

　計画に対する進捗状況のアドバイス　

連携体の運営に対するアドバイス

技術面のフォロー

特にない

その他

無回答

  

 

図表４-15 や図表４-27 のように、連携メンバー、協力メンバーともに、販売・営業力に強みを

持つとするケースが多く、約半数の新連携計画で商社や販社など、販路を担うメンバーが連携体に

含まれているにも関わらず、販売面には課題が残っている。このことから、今後のさらなる新連携

事業の発展のためには、やはり販売力の強化が鍵となると思われる。 

 

 

図表 ４-２７ 連携体メンバーの組織（N=316、複数回答）23 

24.4%

12.0%

6.0%

5.1%

4.1%

2.2%

32.6%

49.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

販路を担うメンバー（商社・販社など）

大学・研究者等

公設試験研究機関

業界団体

金融機関

産業技術総合研究所

商工会議所・商工会・中小企業団体中央会

無回答

                                                   
23無回答には「なし」という意味の回答も含まれると考えられる。 
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